
令和３年矢巾町議会定例会１月第２回会議議事日程 

 

 

                          令和３年１月２０日（水） 

                          午後１時３０分 開  議 

 

 

第１．会議録署名議員の指名 

 

第２．会議期間の決定 

 

第３．議案第 ２ 号  令和２年度矢巾町一般会計補正予算（第11号）について 

 

第４．発議案第１号  矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条 

  例について 



議 案 目 次 

 

 

                    令和３年矢巾町議会定例会１月第２回会議 

 

 

１．議案第 ２ 号 令和２年度矢巾町一般会計補正予算（第11号）について 

 

２．発議案第１号 矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

について 



発議案第１号 

 

   矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について   

 

 矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例（平成27年矢巾町条例第18号）の一部を

改正する条例を別紙のとおり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第112条及び矢巾

町議会会議規則（昭和62年矢巾町議会規則第１号）第14条第２項の規定により提出す

る。 

 

 

   令和 ３ 年 １ 月 ２０ 日 

 

 

 矢巾町議会議長  藤 原 由 巳  様 

 

 

            提出者  矢巾町議会議員  長谷川 和 男 

 

            賛成者     〃     藤 原 信 悦 

 

                    〃     吉 田 喜 博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例  
矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例（平成27年矢巾町条例第18号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則 

 

 この条例は、平成27年４月30日から施行する。 

 

 

〔新設〕 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月30日から施行する。 

（令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間における

政務活動費の交付額の特例） 

２ 政務活動費は、令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

の間、第３条第１項の規定にかかわらず、月額10,000円とする。 

備考 改正箇所は、改正前欄及び改正後欄の下線部分の規定であり、〔 〕の記載は注記である。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 


